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１．はじめに 

 教育職員免許法施行規則第 66 条の６の規定により、教員

免許を授与されるには、「日本国憲法」を 2 単位取得するこ

とが義務づけられている。文部省（当時）はその時期に 1989

年 3 月 22 日に「教育職員免許法施行規則等の一部を改正す

る省令の公布について」1という通達を各大学長などに出し

ている。そこでは、「一般教育科目の単位」として「日本国

憲法 2 単位」と書かれているが、「一般教育科目の単位」と

呼ばれなくなった今日においても、「文部科学省令で定める

科目」として日本国憲法、体育、外国語コミュニケーショ

ン、情報機器の操作とともに 2 単位の取得が免許取得に必

要なものとされている（教員免許法別表第一備考四にもと

づく）。 

 筆者は武庫川女子大学文学部教育学科、短期大学部幼児

教育学科において、小学校・幼稚園の免許取得を希望する

学生を対象に「日本国憲法」の授業を担当してきた。大学

における憲法教育が行われる中心はもちろん法学部におい

て民法など他の法律学と並行して行われる憲法学の教育で

あろう。教職課程における憲法教育 2 はどのように行われ

るべきか。法学部における憲法教育とは性質を異にする点

は次のような点が挙げられると思われる。 

 第一には、教育職員免許法施行規則にそのまま従い 2 単

位で授業が行われている。法学部における憲法教育は通常

それ以上の単位数であり、それだけ濃縮して授業を行わな

ければならない。法学部の学習であれば必ず行われる、学

説の対立や判例理論について深く立ち入っている時間を多

くとることはできない。第二には受講者のほとんどが他の

法律学について深く勉強してはいないことである。法学を

専門とするものであれば、必須であるような知識や勉強方

法を受講者の多くはもっていないことを前提としてはいけ

ないことがある。第三には、将来教員免許状を取得する学

生を対象にする授業であるから、教育に関連づけて行うこ

とがレリバンスが高い、といえることである。 

 一方で、初等中等教育における「法教育」の必要性が 2000

年頃から法学者、教育学者の双方から指摘されてきている。

社会科教育学サイドから早く法教育の必要性に着目してい

たのは江口勇治であり、アメリカの法教育の摂取をも通し

て研究が精力的に行われ理論化がすすめられた 3。 

2003 年には法務省において「法教育研究会」が設置され

（座長、土井真一）、2004 年 11 月には報告書、そしてそれ

を簡略化した『はじめての法教育』4（ぎょうせい、2005 年）

という書物も出版された。 

ここで、法教育は「法律専門家でない一般の人々が、 

法や司法制度、これらの基礎となっている価値を理解し、

法的なものの考え方を身につけるための教育」5といわれて

いる。2005 年 5 月には「法教育推進協議会」に引き継がれ、

さらなる手引書 6の作成など活動が行われている。 

そして、小学校・中学校・高校むけの「法」や「ルール」

「きまり」にかかわる教育実践に関する書籍 7 も多数出版

されるように至っている。また、いじめ問題を実際におき

た事件の裁判例を用いて教えるという実践にかかわる書物

も出版されるようになっている 8。そのなかには、法律家（弁

護士、司法書士など）と教員とのコラボレーションで行わ

れている授業実践も多く存在する 9。それは、日常の紛争解

決問題や私法の領域にどちらかというと中心点がある 10。

従前から中学社会（公民的分野）や高校公民（現代社会、

政治・経済）において憲法教育は登場したが、教えられる

べき法領域が拡大したといえるであろう。しかし、私法の

存在する背景として憲法的価値が存在することは言うまで

もない。 

 教職課程における憲法教育も非法律専門家にむけてのも

のと考えられる。将来、法律でなく教育を専門分野とする

受講者を対象にする授業であるから、そのための工夫を行

ってきた。 

 将来「子どもの人権」を守る立場になるために、教員に

も「人権に対する知識・理解」が必要であること、「将来の

主権者」を育てるためには、日本国憲法が前提とする国民

主権、民主主義の一員になる者を育てるためには「民主主

義に対する知識・理解」が必要となることを筆者は強調し

ている。また、特に小学校・中学校の場合は公務員として
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教員になる者が多いが、日本国憲法は憲法尊重擁護義務を

公務員に課していることは、いうまでもない（99 条）。 

 筆者の日本国憲法の授業においてはまず、人権学習に関

しては、受講者にとって最も関係の深い権利と思われる「教

育を受ける権利」を最初にとりあげること、教育をうける

権利以外の人権について学習する際にも、取り上げる例は

教育に関係の深いものを取り上げること（例えば、生存権

と教育扶助・教育補助、信教の自由と宗教教育、人権の享

有主体と子どもの人権、自己決定権と校則など）を心がけ

た。死刑について（憲法 31 条、36 条関係）を扱うときは、

斎藤喜博の執筆した『教育学のすすめ』11 の冒頭部分（小

学校 5 年生のときに０点をとり学校でも疎んじられていた

島秋人（本名、中村覚）が強盗殺人を犯して死刑が確定し

たあとに短歌をつくるようになり、執行後に出版された歌

集に、窪田空穂が「頭脳の明晰さ、感性の鋭敏さを思わず

にはいられない」という序文を寄せたという逸話から「教

育の可能性」12 について論じている）を補助教材としてい

る。 

 また、統治機構に関する学習では学生（多くは授業を受

講している時点では未成年）が、将来の主権者として、ま

た将来の主権者を育てる教育を行う役割を果たすことを想

定し、民主主義や国民主権の理念をとりあげるように心が

けている。以下はその取り組みの一つである。 

 なお、また一方で中学・高校においては、学校全体を通

して、あるいは社会・公民科授業の一環として「模擬投票」
13 という教育実践が行われている。杉浦真理は、模擬投票

にかかわる理論をあつかう文脈で、若者の政治的無関心を

問題にし、「社会を変えられる体験と方法を社会でトレーニ

ングすべき」「効力感をもたせる体験を学校で」と述べ、「知

識」から「判断力」、さらに「行動力」へつなげることの必

要性を述べている 14。 

 それは、2012 年 12 月の衆議院選挙の前においても多く

の学校で実践され、報道も行われている 15。パソコンによ

る投票もよびかけられた。 

 

２．2012 年度武庫川女子大学短期大学部幼児教育学科にお

ける「模擬投票」授業 

 2012 年度は武庫川女子大学短期大学部幼児教育学科の 2

クラス（受講者数は、両クラスともに約 80 名、受講者のほ

とんどが幼稚園教諭免許、保育士資格の取得を希望してい

る）で「日本国憲法」を担当した（金曜 4 限、土曜 2 限）。

今年度はうち 90 分授業の 2 回半を「模擬投票」を含めての

選挙関連のことを扱うこととした。受講者のほとんどは大

学 1 年生であり、選挙権をえる一歩手前の年齢である。約

3 分の 1 が 2013 年 7 月に予定される参議院選挙のときは、

選挙権を得ている。大学１年生が「模擬投票」の実践がも

っとも必要な年齢であるとも考えられる。 

 なお、選挙権の教育の実践にあたって「特定の政党を支

持し、またはこれに反対する教育（教育基本法 14 条 2 項）」

にならないように、細心の注意を払ったことはいうまでも

ない。 

 2012 年 12 月 7 日（金）、8 日（土）には、法学館憲法研

究所によってつくられた DVD『憲法を観る』16の１チャプ

ター「民主主義ってなに？」を視聴するとともに、統治機

構についての基本的事項、権力分立の意義の説明、および

日本の選挙制度（衆議院、参議院）について説明を行った。

日本の選挙制度は大変複雑であり、選挙制度に関する概念

（選挙区、比例区、ドント式、重複立候補、復活当選、非

拘束名簿式など）を理解するだけでも簡単なことではない。 

授業の目的は「将来選挙権を得たときのために」と「将

来選挙権を得る人を育てるために」と伝えた。幼児教育に

おいても、保育所・幼稚園においてもはじめて集団で過ご

すという経験をするなかで、集団のルール、民主的決定に

つながるものを学ぶと考えるゆえである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図１】 アクティブ・ラーニングの方法 18 

 

市民としての生活 
市民としての活動、情報収集、投票、世論形成など 
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2012 年 12 月 14 日（金）、15 日（土）には、2012 年 12

月 16日に実施される第 46回衆議院議員総選挙比例区の「模

擬投票」を含めて行ったそれは、「アクティブ・ラーニング

（学習者が能動的にかかわる学習」の一環と筆者は考えて

いる。望月はアクティブ・ラーニングを、「事前学習で、体

験に必要な知識やスキルを学び、実際に体験学習でその知

識とスキルを使ってみる。事後学習では体験したことを振

り返り言語化する。」17ことと述べているが、本実践では選

挙制度についてや争点の内容についての知識の事前学習、

投票を行うことが体験学習、その後に投票理由や感想を言

語化することが事後学習にあたると考える。 

まず、【図２】をプリントして配布して年代別に投票率が

大きく違うことを説明した。直近の衆議院選挙においても

60 代が 84％、20 代が 49％との差異があり、若者の投票率

が極めて低いことを説明した。 

衆議院選挙は小選挙区は各学生によって住所が異なるこ

とから、選挙公報を用いて兵庫七区（本大学の存在する兵

庫県西宮市が含まれる）の候補者がいることに言及するに

とどめ、つづいて比例区の近畿ブックについて「模擬投票」 

を行うことを説明した。それは、将来「どうやって投票先

を決めてよいかわからない」にならないようにするための

位置づけでもあることを述べた。 

近畿ブロックの比例区に立候補している政党のうち新聞

などで「主要政党」と報じられているのは 8 つ（自由民主

党、公明党、日本維新の会、民主党、みんなの党、日本共

産党、社会民主党）であることから、受講者を 8 グループ

にわけて、1 グループあたり 1 政党（どの政党について調

べさせるかは、アットランダムに決めた）のマニフェスト

およびそのコピーを配布して、各政党の争点に関する表明 

【図２】 年齢別投票率の推移 19 
 

を「調べ学習」させ、配布した白紙の紙にまとめさせて発

表させた。「調べ学習」の間には、机間指導を行い質問に答

えることとした。そして各班ごとに各論点について政党の

見解を黒板に一覧表になるように記入させた。 

調べさせる争点は、今回の選挙で主要争点と報じられる

「原発」「消費税増税」のほか、幼児教育学科の学生に身近

な問題として「幼児教育、子育て」「（若者の）雇用」の合

計 4 つとした。 

そして、投票用紙を配布して「模擬投票」を行った。今

回は投票用紙の裏に「投票した理由」を書くというルール

で行った。その内容の一部は【表１】の通りである。実際

の選挙は棄権する自由もあることから、「白票」を出す自由

はあるということにもした。 

また、「投票」のあとに感想を各自書かせることとした。 

 

【表１】 投票理由の一例 

投票先 投票理由 

自民党 原発をただちにゼロにするのは難しいと思ったから。 

民主党 消費税は社会保障以外のことに使わない、というところに期待 

日本維新の会 勢いがあって日本を変えてくれそう 

公明党 幼児教育の無償化がよいと思ったから 

みんなの党 子どもの数に応じて、税負担を減らすと子どもが産みやすくなる 

 

2012 年 12 月 21 日（金）、22 日（土）には、実際の（近

畿ブロックの）投票結果、授業参加者の投票結果、及び模

擬投票推進ネットワーク（全国で 29 の学校が参加、総得票

数 6075）の結果 20を示し、前の時間に学生が書いた感想の

一部を紹介した。その例は、以下のようなもの 

があった。 

・マニフェストに関心がもてた。 

・マニフェストを比較するのは面白い。 

・選挙権がない今まで関心がなかったが、政治に

関心がもてた。 

・党によってこんなにも言うことが違っているこ

とがわかった。 

・練習をしておけば、投票にいくときに役に立つ。 

・これからは関心をもってニュース 

をみようと思う 

しかし一方で、以下のように選挙に対してどちらかとい

うと否定的な意見もあった。 

・若者には難しい内容。 
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・口で言うのはいくらでも言えるように感じる。 

・だれがやっても変わらないと思う。 

さらに、マニフェストに対して以下のように批判的な見

解を示すものもあった。 

・マニフェストにもあいまいな表現が（「別の道がある」

「その前にすることがある」など）が多い 
 

３．結びにかえて 

なお、今回の授業に関する反省点を述べる。最大のもの

は、十分な時間がとれていなかったことである。「原発」と

いう争点に関しても、多種多様な主張があるゆえに、各政

党の主張の違いを正確に理解させることは充分にできなか

ったといえる。また筆者にとっては、マニフェストには「軽

減税率」など大学生にはなじみのない言葉がよく登場する

ことも確認できた。 

2009 年の第 45 回衆議院選挙では民主党が大勝したが、そ

の後「マニフェスト違反」「公約違反」との批判されたこと

が2012年選挙の民主党の大敗の一因であることは否定でき

ないであろう。およそ、各党のマニフェスト 21 が「イメー

ジ選挙の手段」22 となっていることが今回の選挙でより一

層すすみ、数値目標や達成時期、財政的裏付けに対して明

言するものは少ないことが確認できた。それは、今後の「模

擬投票」という教育方法を考えるうえでも考慮しなければ

ならないとも考えられた。マニフェストをそのまま受け取

るのではなく、「批判的に読み解く」視点をより大切にする

必要も思われた。 

2012 年の第 46 回衆議院選挙の投票率 59.3％であり、1996

年をさらに下回る「戦後最低」を記録した。投票率の低下、

選挙に対する関心の低さの原因は様々なことが指摘されて

いるが、主権者を教育する必要性、また将来の主権者を教

育する大学生を教育する必要性に、今後とも留意しなけれ

ばならないことを示す結果でもあるともいえよう。 
 

＜付記＞ 

 本研究は、平成 24～26 年度科学研究費補助金・基盤研究

（C）「労働と家族の問題をリンクさせたアクティブ・ラー

ニングの授業実践構想と教育方法」（研究代表者、白石陽一、

研究課題番号 24530962）の一部である。 
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17 「シリーズ憲法と共に歩む」製作委員会製作（伊藤真，

浦部法穂監修）『憲法を観る』なお，法学館憲法研究所

は「憲法を系統的に研究し，個人の尊厳の実現をめざす

非政府組織としての自由な研究機関」であり，憲法教育

に関する情報発信などを行っている。http://www.jicl.jp/ 
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18 望月一枝「未来型学力を育む」（望月一枝，佐々木信子，

長沼誠子編『未来型学力を育む家庭科』開隆堂，2011 年，
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【写真１】 授業で使用した「投票箱」 
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